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鹿児島県インバウンドプロモーション動画制作業務 

委託仕様書 

 

１ 業務の名称 

鹿児島県インバウンドプロモーション動画制作業務 

 

２ 業務目的 

ターゲット市場に対して、鹿児島の魅力を最大限に表現するプロモーション動画 

を制作しデジタル配信を行うことで、各市場における本県の認知度向上及び旅行需 

要の喚起を図る。また、動画に対する視聴者の反応や各種データを分析し、効果検 

証を行うことで、次年度以降の効果的なプロモーション施策に生かす。 

 

３ 業務の履行期限 

令和９年３月 26 日（金） 

 

４ ターゲット 

  本県に直行便が就航している国・地域及び直行便市場に次いで有望な戦略的市場

として、誘客を促進している以下の 10 市場とする。 

・韓国（韓国語） 

・中国（簡体字） 

・台湾（繁体字） 

・香港（繁体字） 

・欧州（英語） 

・米国（英語） 

・豪洲（英語） 

・シンガポール（英語） 

・タイ（タイ語） 

・ベトナム（ベトナム語） 

 

５ 業務内容 

（1）動画制作 

・ プロモーション用動画（横長３分）とＳＮＳ情報発信用ショート動画（縦長 

15 秒）について、各市場の嗜好に合わせた内容で、10 市場分制作すること。 

  ・ 制作した縦長 15 秒動画については、完成後速やかに県へ納品し、事業期間 

中に適宜活用できるような状態で提供すること。 

・ 県が過年度に作成した動画（※１）を有効活用した上で、各市場で訴求力の 

ある鹿児島の観光コンテンツ（※２）を新たに選定・撮影すること。 

※１ 県が過年度に作成した動画（編集可能） 

・ KAGOSHIMA Energetic Japan（http://kagoshima-trip.jp） 

  「六月灯」「黒豚しゃぶしゃぶ」等をテーマに３４本掲載 

・ BIRD'S EYE VIEW OF KAGOSHIMA（http://kagoshima-trip.jp/drone） 

甑島・種子島・屋久島・奄美大島・加計呂麻島・与論島の動画を３１本掲載 

・ Breathtaking Kagoshima（https://kagoshima-trip.jp/breathtaking/）  

   「屋久島」「奄美・徳之島」「奄美・徳之島」「食」「温泉」「歴史」をテーマに９本掲載 
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※２ 各市場で訴求力がある観光コンテンツ（県の想定） 

   別紙のとおり 

・ 各市場の需要が低迷する時期と高まる時期それぞれの需要を喚起するため、 

双方の時期に対応した観光コンテンツを各市場５箇所以上選定し、各市場のプ 

ロモーション用動画に盛り込むこと。 

・ 各市場から本県までのアクセス方法や、取り上げた観光コンテンツの場所に 

関する情報を各市場のプロモーション用動画に盛り込むこと。 

    ・ より多くの方に視聴してもらうため、没入感、臨場感のある動画構成とし、 

特に開始 10 秒間は、視聴者の興味を惹きつける工夫を凝らすこと。 

  ・ 訪日外国人目線で動画を制作すること。 

   ・ 新規撮影する場合は、４Ｋ（3840×2160）動画など、高解像度に対応する機 

材で撮影すること。 

・ 新規撮影する場合は、最新鋭の機材や映像技術を活用するなどして、視聴者 

の心をつかむような動画を制作すること。 

    ・ 新規撮影する場合は、撮影場所、撮影時間、起用するクリエーター、出演者、

音響、特殊効果等を工夫することとし、これらを使用する際に必要となる一切

の調整及び許認可等の手続きは、受託者にて行うこと。 

・ 出演者の起用にあたっては、肖像権の問題が発生しないようすること。 

肖像権を含む権利処理が必要な場合は、受託者にて手続きを行うこと。 

・ パソコン、タブレット及びスマートフォンでの再生を前提とし、ＤＶＤや 

ＳＮＳ、デジタルサイネージ等で再生可能なファイル形式とすること。 

・ 動画制作にあたっては、事前に絵コンテ等を用いて、構成イメージ等を県と 

協議の上決定してから実施すること。 

・ プロモーション用動画には、観光コンテンツの名称、場所、説明等のテロッ 

プを付けること。なお、テロップの言語は、市場毎に、韓国語、簡体字、繁体 

字、英語、タイ語、ベトナム語とする。 

  ・ 動画には、映像に調和する効果的なＢＧＭや効果音をつけること。また、必 

要に応じて、ナレーションや音声を追加すること。 

・ 音楽素材は、オリジナルやフリー音源等を活用し、著作権の問題が発生しな 

いようにすること。著作権等の許諾が必要な場合は、受託者にて手続きを行う 

こと。 

 

（2）YouTube 等を活用したプロモーション 

・ 上記（1）で制作した動画を鹿児島県の指定する媒体（※）にて配信すること。 

※ 県が指定する媒体 

・ YouTube アカウント「南の宝箱 鹿児島チャンネル」 

（https://www.youtube.com/@kagoshima-takarabako） 

・ YouTube アカウントでの公開にあたり、必要なタイトル、サムネイル画像、 

概要説明及びタイムライン等を設定すること。 

・ 配信動画をより多くの視聴者へ届けるため、動画視聴回数の目標を設定の上 

ＷＥＢ広告やＳＮＳ広告等を実施すること。 

なお、動画広告費および広告管理費にかける費用は特に定めないが、当初の 

契約金額内で効率的かつ効果的な手法により計画性を持って広告配信を行う 

こと。 

・ その他、話題性・拡散性に繋がるプロモーション手法があれば提案・実施す 

ること。 
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（3）写真素材提供  

・ 観光サイトやＳＮＳを活用した情報発信、イベント出展時のブース装飾等、 

国内外におけるあらゆるプロモーションで活用可能な写真素材を、新規撮影し 

た観光コンテンツを中心に、最低 50 枚撮影し納品すること。  

  ・ 写真素材については、完成後速やかに県へ納品し、事業期間中に適宜活用で 

きるような状態で提供すること。 

・ 写真素材については、鹿児島ならではの体験、自然景観、食、イベント、伝 

統工芸品等を想定しているが、受託後に県と協議の上決定するものとする。 

  ・ 写真を見た人の鹿児島訪問意欲を喚起するため、撮影にあたってはモデルと 

なる人物を起用すること。 

（例）桜島フェリーでのうどん喫食体験、自然景観を背景に後ろ姿を撮影等 

  ・ 納品する写真素材は、大判印刷に耐えられる高解像度画像とすること。 

（4）効果測定及び報告 

・ 制作した動画により、鹿児島の認知度向上及び旅行意欲喚起を図るため、適 

切なＫＰＩを設定した上で、設定理由と効果検証の方法を提示すること。 

・ YouTube やＳＮＳで配信する場合は、配信回数、発信に対するリーチ数、エ 

ンゲージメント（いいね、リツイート、コメント等）など、プロモーションの 

効果が測定できる指標に関する情報を収集し、分析すること。  

 

６ 実績報告 

（1）業務終了後、実績報告書及び委託業務終了届を速やかに作成し、提出すること。 

なお、実績報告書には下記の内容を盛り込むこと。 

① 動画制作の概要 

 ・  新規撮影のための取材行程 

・  動画の内容 等 

   ② プロモーションの概要と効果検証 

    ・  プロモーションを行った媒体 

   ・  プロモーションを行った効果検証（認知度向上・訪問意欲喚起の効果） 

    ③ ②の効果検証を踏まえた、効果的なプロモーション手法 

    ・ 本業務で制作した動画の今後の活用方法 

   ・ より効果的なプロモーション動画制作に向けた提案 

  ④ その他、鹿児島県が指定したもの 

（2）実績報告は，画像、図表，数値データを用いて、より分かりやすく行うこと。

（3）報告書とは別に、本業務で制作した動画を、動画共有サービスで再生可能なサ 

イズ及びファイル形式でメールにて納品すること。併せて、プレイヤーによる再 

生が可能な形式でＤＶＤに記録して納品すること。 

 

７ その他の留意事項 

（1）本業務においては、著作権の取扱に十分注意し、受託者又は参加者において、 

訪問及び情報発信等に必要な撮影許可等をとること。 

（2）本業務の成果品に関する著作権は、委託者に帰属する。また、本業務の実施に 

より生じた全ての著作物の利用及び再編集は、委託者において自由に行うことが

できるものとする。 

（3）参加者による情報発信は、契約期間の終了後もやむを得ない理由がない限り、 

内容を改変し、又は公開を取りやめることがないよう、受託者は各参加者と係る 

条件を付した契約を締結するなど、必要な措置を講ずること。 

（4）本業務に必要な一切の経費は、委託料に含むものとする。 

（5）本仕様書に定めのない事項又は内容の変更が生じた場合は、委託者と受託者間 

で相互に協議を行うものとする。 
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(6) 受託者は、本業務の執行にあたって、関係法令を遵守するとともに、業務上知 

り得た情報は、開示、漏えい、又は本事業以外の用途に使用しないこと。これら 

は、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

(7) 業務の進捗状況や経過について、委託者に定期的に報告するものとする。 
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（別紙）  

各市場で訴求力がある観光コンテンツ（県の想定） 
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